
「申請書類」や「申請の手引き」などは、区ホームページにも掲載しています。

港南ひまわりプラン応援補助金 検索

～笑顔でくらせるまちをつくろう～

令和８年度募集のお知らせ

令和８年３月16日（月）から４月30日（木）まで

申請受付期間

補助金額

最大10万円（詳細は裏面をご確認ください）

◆提出・問合せ先◆
港南区福祉保健課 事業企画担当（区役所５階50番窓口）

電話：045－847－8441 FAX：045－846－5981
メール：kn-tifukuplan@city.yokohama.lg.jp

※はじめて申請を希望する事業は、事前にご相談ください

補助金交付団体 活動の様子

港南区地域福祉保健計画の内容に沿った取組や活動に
対して、 港南区が交付する補助金制度です。
区内で継続的な活動を行う任意団体のさまざまな活動を
支援しています。

港南ひまわりプラン応援補助金とは

港南ひまわりプラン応援補助金
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港南ひまわりプラン応援補助金 概要

対象となる団体
港南区内で継続的な活動を行う任意団体、NPO法人
（地区連合町内会、自治会町内会及び地区社会福祉協議会を除く）

対象となる取組

港南ひまわりプランの内容に沿っていて、新規に実施する取組

※ ここで言う新規とは、補助金を申請する最初の年度時点で活動開始から
３年以内の取組です

※ 当該年度から始める取組を含みます
※ 他の補助金等を受けている取組については、補助対象外です

港南ひまわりプランについては
こちらをご覧ください

補 助 金 額
申請１年度目：10万円、２年度目：７万円、３年度目：５万円

※ 同一団体の同一事業に対する補助金の交付は、
最初の補助金の交付を受けた年度から「３年」を限度とします。

補助金検討会 申請書類、ヒアリング等に基づき、検討会委員が申請内容を確認します。

補助対象経費 事業実施に係る消耗品費、印刷費、備品費、講師謝金等の経費
※ 直接事業と関連のない食材料費及び、申請金額の８割を超える備品費を除く

この他にも注意事項がありますので、申請の際は、
必ず「申請の手引き」をご確認いただくようお願いします。

取組例
親と子の

居場所づくり

スポーツを通した
健康づくり

本補助金事業の実施は、令和８年度予算が横浜市会において議決されることを条件とします

イベントや講座を
通した

多世代交流
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